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特 記 仕 様 書 

 

１ 事業名 

（１）事業番号 多教総委第 13号 

（２）事 業 名 笠原小中学校物品等引越業務委託 

 

２ 事業概要 

  本事業は、笠原小学校仮設校舎及び笠原中学校に備えられている物品を搬出し、笠原小

中学校の新校舎へ搬入する業務（以下「本業務」という。）を委託するもの。 

 

３ 履行期間 

  契約日から令和 8年 3月 31日まで 

  作業日程は令和 8年 4月の開校に間に合わせるよう、小学校及び中学校の担当者と打ち

合わせを行い、日程の調整をすること。 

  ※引越し作業日数は 3～4日程度を想定。 

 

４ 履行場所 

  搬出場所及び搬入場所は以下のとおり。なお、本業務履行のために使用できる昇降機は

市からの指示によるものとする。 

 
施設名称 所在地 昇降機の有無 

 

搬出 

多治見市立笠原小学校（仮設校舎） 

・仮設校舎棟 2階建て 

・付属棟（金工室） 

・屋外倉庫（仮設倉庫） 

多治見市笠原町 2455 番

地の 308 

（笠原中学校敷地） 

昇降機 1台 

(11 人用) 

(※仮設校舎) 

多治見市立笠原中学校 

・校舎棟 4階建て 

・体育館、剣道場 

・プール棟 

・付属棟（木工室、窯業室） 

・屋外倉庫(仮設倉庫、部室) 

多治見市笠原町 2455 番

地の 12 

小荷物専用昇降

機 1台 

(※校舎棟) 

 

搬入 

多治見市立笠原小中学校 

・校舎棟 3階建て 

・体育館、武道場 

・プール棟（倉庫含む） 

多治見市笠原町 3387 番

地の 9 

昇降機 1台 

(11 人用) 

(※校舎棟) 

  ※仮設校舎昇降機：W1,400×D1,350 ×H2,250(mm) 

※小荷物専用昇降機：W1,000 ×D1,000 ×H1,200(mm) 
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 ※新校舎昇降機：W1,430×D1,360×H2,300(mm) 

 

５ 移設対象物品 

  移設対象物品は、概ね「別紙_引越し物品一覧表」のとおりとする。ただし、本業務実

施の日までに多少の増減はあるものとし、当該増減分については、本業務の委託契約の条

項変更原因とはならないものとする。 

  

６ 事業内容 

（１）搬出・搬入場所への現地調査 

  受託者は契約締結後速やかに、搬出・搬入場所の現地調査を実施すること。その際に、

受託者にて搬送及び解体、組立、設定等が困難と思われる物品については速やかに市へ報

告すること。 

（２）引越業務実施計画書の作成 

受注者は、本業務の委託契約締結後、速やかに引越業務実施計画書（受注者の任意様式）

を作成し、発注者の承諾を得ること。 

（３）「移設先表示ラベル」の提供 

受託者は、移設対象物品の管理のための移設先表示ラベルを用意すること。移設作業中

に剥がれて取れないもので、作業終了後には当該貼付物品に跡が残らないものを使用する

こと。 

なお、移設対象物品の「移設先表示ラベル」の貼付は教職員が行う。 

（４）「教職員用移転マニュアル」の作成 

受託者は、梱包の仕方やラベルの貼り方等、教職員の移転作業の詳細を記載したマニュ

アルを必要部数作成し、提出すること。部数については市と協議すること。 

（５）教職員向け移転作業説明会の実施 

受託者は、（４）で作成したマニュアルに基づき、市が指示する日時に、教職員を対象

に移転に関する留意事項等の説明会を2回程度実施すること。 

（６）養生作業 

受託者は、建物引渡し後速やかに、新校舎の搬入口、玄関、渡り廊下、ロビー、昇降機、

通路その他損傷のおそれがあると判断される部分については、養生等を施すこと。フロー

リング部、石部やピアノ等の重量物搬送時等についても、状況に応じて必要な養生を追加

すること。また、搬出元においても必要に応じて養生を施すこと。 

（７）梱包資材類の供給  

受託者は、事前に市と協議し、その指示に従い、梱包資材を市が指定する場所へ供給 

すること。 

（８）移設対象物品の配置 

移設物品は、原則、発注者があらかじめ指示した場所に搬入すること。原則として、 

市が作成する「レイアウト図」に基づき配置を行うこと。 

ただし、配置場所について疑義が生じた場合、受託者は市と協議の上、その指示に従い
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配置を行うこと。ただし、本業務の実施日に発注者から別に指示があったときは、その指

示に従うこと。 

（９）教職員が行う梱包及び開梱 

移設対象物品のうち、文書、備品、教職員が使用している机や書庫等の内容物の梱包及

び開梱は、原則として教職員が行うものとする。 

移設対象物品のうち、教職員が梱包及び開梱するもの以外の大きい物品は、原則として

受託者が行うこと。 

（10）精密機器の取扱い 

PC端末についてはケーブル及びキーボード・マウス等の付属品の簡易梱包及び開梱は教

職員が行い、搬送用のOAカートンへの梱包及び開梱は受託者が行うものとする。 

また、PC端末及びOA機器の離線、結線、設定等は原則として教職員が行うものとする。

また情報機器類の内部記録情報については、教職員が事前に外部記録媒体等に退避（バッ

クアップ）する。OA機器等精密機械等については、運搬中の紛失および横転・破損等の事

故のないよう、事前に発注者と十分な打合せを行うこと。なお、運搬に際しては、必要に

応じてエアキャップ等で十分に梱包し、他の家具・什器と混載しないようにすること。 

それらの機器の離線、解体、組立、設定等の作業は原則として市が行うものとするが、

梱包及び開梱及び搬送については原則として受託者が行うこと。 

諸事情により受託者にて搬送が困難とされる物品が発生した場合、受託者は、速やかに

市へ報告し、市と協議の上、その指示に従うこと。 

（11）転用什器・備品の取扱い 

「別紙_引越し物品一覧表」にある物品の移設に伴い解体・組立・レベル調整・連結・

固定等を要する転用什器・備品について、受託者が当該作業も実施すること。 

（12）特殊物品、重量物の取扱い 

グランドピアノの移設時は専門業者による分解・組立を要するものとする。調律も移設

後に行うものとする。 

（13）移転作業終了後の作業現場の清掃、開梱資材回収 

受託者は、搬出・搬入作業終了後、養生資材等の撤去・回収を行うと共に作業現場の清

掃（ゴミ拾い程度）を行い、残材を放置しないこと。なお、清掃用具は受託者が用意する

ものとする。 

また、教職員の開梱作業終了後、受託者は梱包資材類の回収を行うこと。 

（14）市の各部署との事前協議・調整 

受託者は、本業務を円滑に進めるため、市の各担当者との事前協議・調整等を、移転作

業前の一定期間において行うこと。当該期間については、契約締結後、市と協議の上、そ

の指示に従うこと。受注者は、本業務が安全かつ円滑に実施できるよう、業務実施前に発

注者と十分な協議を行うこと。 

（15）業務の完了検査等への対応 

受注者は、事業実施日ごとに本業務の終了を確認した後、速やかに発注者に業務終了の

報告を行い、発注者の確認を受けること。また、当該終了確認において、発注者から不備
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を指摘されたときは、受注者は誠意をもってこれを改善するものとする。 

 

７ 作業時間 

  本業務の作業時間は、午前８時 30分から午後５時 00分までとする。 

  ただし諸事情により作業時間について変更がある場合は、市と協議して決定するものと

する。 

 

８ その他 

（１）安全確保等 

  受注者は、本業務の実施に当たり、事故防止に十分配慮して適切な安全対策を講じる

こと。また、本業務の作業中は、児童や施設利用者等が業務実施場所付近に近づかない

ための措置を施すこと。 

  受注者は、搬出入作業に際し、騒音等の発生により周辺住民の迷惑とならないよう配

慮すること。また、搬出入車両の運行に当たっては、周辺道路の交通の支障とならない

よう、必要に応じて交通誘導員等を配置すること。 

（２）関係法令の遵守 

   受注者は、本業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。 

（３）秘密保持 

受注者は、本業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が

終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（４）環境保全 

受注者は、本業務の実施に当たり、低騒音、低振動の作業に努めること。また、移動・

輸送に際しては、合理化や省エネルギー型の手段を採用することにより、省エネルギー

に努めること。本業務に使用する資材等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律（グリーン購入法）」に規定されている調達品目をできる限り使用するとと

もに、残材料等については関係法令に基づき適切に処理すること。 

（５）原状回復義務 

受注者は、本業務の実施に当たり、施設等に損害を与えることのないよう十分に配慮

すること。万一、施設等に損害を与えた場合は、受注者の負担により速やかに原状に復

すること。 

（６）妨害又は不当要求に対する通報義務 

   受注者は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等

に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契

約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不

当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内

に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求す

ることができる。 
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（７）再委託 

   受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第三 

者に一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ市に許可を得なければならない。 

（８）協議 

   この仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者の誠実な協議に

より定めるものとする。 

 

以上 


